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第１条（約款の適用）  

当社と会員契約を締結した者（以下「契約者」といいます。）は、この端末機器売買契約約款

（ 以下「売買約款」といいます。）に同意した上で、ユーネット株式会社（ 以下「当社」といい

ます。）に対し、端末機器（第２条にて定義します。）の購入に係る契約（無償で端末機器の提供

を受ける契約を含みます。以下「売買契約」といいます。）を申込むものとし、売買約款に基づき

端末機器を買い受けるものとします。  

 

第２条（定義）  

 端末機器とは、当社が提供するNP Mobile通信サービスを利用するにあたり必要となる機器をい

います。 

 

第３条（契約の成立）  

１ 契約者は、売買約款に同意の上、当社所定の申込書等に必要事項を記入して提出することによ

り、当社に対し、端末機器の購入に係る売買契約の申込みを行うものとします。 

２ 当社は、前項による売買契約の申込みがあったときは、当社所定の方法により審査を行うもの

とし、適格と判断され、当社による承諾の意思表示がなされたときは、当社と契約者間に端末機

器に係る売買契約が成立するものとします。  

 

第４条（支払期日・支払方法等）  

契約者は、売買契約に定める端末機器の売買代金を、同契約に定める支払期日までに、同契約で

定める支払方法等により支払うものとします。  

 

第５条（納入）  

当社は、契約者に対し、売買契約に定める場所に、端末機器を納入するものとします。  

 

第６条（検査）  

１．契約者は、当社が端末機器を納入した日から３日以内（以下「検査期間」といいます。）に端

末機器の検査を行い、端末機器に売買契約の内容との不適合が存在したときは、当社に対し、代

替品の引渡しを求めることができるものとします。  

２．契約者が検査期間内に検査結果を当社に対し通知しなかったときは、検査に合格したものとみ

なすものとします。  

 

第７条（引渡し）  

端末機器の引渡しは、端末機器が前条の契約者による検査に合格したときに完了します。 

 

第８条（所有権の移転）  

１．端末機器の所有権は、端末機器の売買代金の全額の支払いが完了した時点で、当社から契約者

に移転します。  

２．契約者は、端末機器の所有権の移転前において、端末機器を担保に供し、譲渡し、又は転売す

ることができないものとします。  

 

第９条（危険負担）  

端末機器について、契約者への納入前に生じた滅失、毀損その他の危険は、契約者の責めに帰す



べき事由による場合を除き、当社の負担とし、納入後に生じた滅失、毀損その他の危険は、当社の

責めに帰すべき事由による場合を除き、契約者の負担とします。  

 

第１０条（遅延損害金）  

当社は、契約者が端末機器の売買代金の支払いを遅延したときは、契約者に対し、支払期日の翌

日から完済に至るまで、年率14.6％の割合（年当たりの割合は、平年に属する日については365日

当たりの割合とし、閏年に属する日については366日当たりの割合とします。)による遅延損害金を

請求することができるものとします。但し、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものと

します。  

 

第１１条（第三者委託）  

当社は、売買契約に基づく端末機器の納入に関する業務及び端末機器の売買代金を集金する業

務、その他端末機器に関する業務を、当社の指定する第三者に対して委託することができるものと

します。  

 

第１２条（契約不適合責任）  

当社は、端末機器に売買契約の内容との不適合が存在したときは、端末機器の引渡しから３ヶ月

以内に当社に対して請求を受けたものに限り、代替品の納入による履行の追完を行わなければなら

ないものとします。ただし、当該契約不適合が契約者の責めに帰すべき事由による場合は、この限

りではありません。  

 

第１３条（責任の制限）  

当社は、端末機器又は端末機器の使用により、契約者又は第三者が被った直接的又は間接的な一

切の損害（特別損害を含みます。）について責任を負わないものとします。  

 

第１４条（不可抗力）  

地震、津波、台風その他の天災地変、戦争、交戦状態、暴動、内乱、重大な疾病、法令等の改

正、政府の行為、同盟罷業その他の労働争議、ロックアウト、輸送手段の事故・欠如、自己が本契

約の履行のために用いる者の履行不能その他当事者の合理的な制御を超えた事態（以下「不可抗力

事由」という。）により、当社が売買契約に基づく債務の一部又は全部を履行できない場合であっ

ても、当社は一切の責任を負わないものとします。  

 

第１５条（売買約款の変更）  

当社は、合理的と認められる範囲で売買約款を変更することがあります。この場合の提供条件

は、変更後の売買約款によります。  

２ 当社は、売買約款を変更する場合は、変更後の売買約款の内容及びその効力発生時期につい

て、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後

の売買約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。  

３ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事業法施行規則」と

いいます。）第２２条の２の３第２項第１号に該当する場合であって、当社からの申出により提

供条件の変更を行うときは、当社の指定するホームページに掲示する方法又はその他相当の方法

によりその内容を説明します。  

 

第１６条（権利譲渡の禁止）  

契約者は、売買契約上の地位又は売買契約に基づく権利若しくは義務の一部又は全部を第三者に

譲渡し、又は、担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。 

 



第１７条（損害賠償）  

契約者が売買約款の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場

合には、当社又は第三者が被った一切の損害（逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれ

に限定されないものとします。）を賠償する責任を負うものとします。  

 

第１８条（通知）  

１．当社から契約者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Ｗｅｂサイ

トへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。  

２．前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日（ただし、その間に法

定休日がある場合は法定休日を加算した日）に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メ

ールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信

された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がＷｅｂサイトへ

の掲載による場合、Ｗｅｂサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとしま

す。 

３．契約者が第１項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任

を負わないものとします。  

 

第１９条（報告義務）  

１．契約者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行

うものとします。  

２．契約者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不到達に基づき生じた損害については、当

社は一切責任を負わないものとします。  

 

第２０条（秘密保持）  

契約者は、売買契約に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上その他一切の情報を、第

三者に開示又は漏洩してはならず、売買契約の目的以外に使用しないものとします。  

 

第２１条（解除及び期限の利益の喪失）  

１．当社は、契約者に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに売買

契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 

（１）売買約款又は売買契約のいずれかの条項に違反したとき 

（２）売買代金の支払いを怠ったとき 

（３）差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売等の申し立てを受

け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき 

（４）自ら振り出した約束手形、為替手形、小切手について一回でも不渡りとしたとき 

（５）支払を停止したとき又は支払不能の状態に陥ったとき 

（６）破産、民事再生、任意整理、会社更生等の申立てを行い、若しくはそれらの申立てを受けた

とき 

（７）営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき 

（８）解散決議をしたとき 

（９）財務状態が著しく悪化し、又は、そのおそれがあると認められるとき 

（10）信頼関係を著しく毀損したとき 

（11）当社の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与え、又は、そのおそれがあるとき 

（12）法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象（捜査報道がされた場合を含む）

となり、当社に不利益を与えたとき、又は、そのおそれがあるとき 

（13）反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき 

（14）関係法令に抵触し、又は、監督官庁等からの指示、指導、勧告もしくは立ち入りを受けたと



き、又は、そのおそれがあるとき 

（15）会員契約（契約者が当社からNP Mobile通信サービスの提供を受ける資格を得るための契

約）又は料金契約（無線基地局設備と契約者が指定する端末機器との間に設定される電気通信

回線の提供を当社から受けるための契約。以下同じとします。）が解除されたとき 

（16）その他前各号に準じる事由が生じたとき 

２．契約者は、前項各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対し、

売買契約に基づき負担する一切の債務を直ちに弁済しなければならないものとします。 

 

第２２条（初期契約解除の取扱い） 

１．当社は、契約者が初期契約解除制度（電気通信事業法第２６条の３に規定されている契約の解

除に関する制度）に基づき料金契約を解除した場合は、当該契約に付随して締結した売買契約を

同時に解除するものとします。 

２．当社は、前項により売買契約を解除したときは、契約者に対し、売買契約に基づき契約者が当

社に対して支払った代金を返金します。ただし、端末機器が返還されない場合はこの限りではあ

りません。 

３．当社は、次条の規定に基づき契約者に機器損害金の支払義務が発生したときは、当該債務と契

約者への返金に係る支払債務とを対当額で相殺します。 

 

第２３条（端末機器の返還等） 

１．契約者は、前２条の規定により売買契約が解除されたときは、当該売買契約に基づき当社が引

き渡した端末機器（その個装箱及び取扱説明書その他の付属品を含みます。以下同じとします。） 

 を原状に復した上で、当社が指定する期日（以下「返還期日」といいます。）までに、当社が指

定する場所へ返還していただきます。この場合、その返還に要する費用は、契約者が負担するも

のとします。 

２．当社は、前項の返還に際し、契約者が端末機器以外の私物等を同梱した場合であって、当社へ

の到着日から起算して３０日が経過したときは、契約者が当該私物等の所有権を放棄したものと

みなし、当社は当該私物等を任意に処分できるものとします。 

３．当社は、返還期日を経過してもなお端末機器が返還されない場合又は返還された端末機器に破

損、汚損若しくは水漏れその他の不具合が確認された場合には、契約者に対し、機器損害金とし

て金７２，０００円を請求することができるものとします。 

４．前項の規定により契約者が機器損害金を支払った場合は、当該端末機器の所有権は契約者に移

転します。ただし、契約者から所有権を放棄する旨の意思表示があったとき、または契約者から

当社に端末機器を送付し、当社に到着してから起算して３０日が経過したときは、契約者が当該

端末機器の所有権を放棄したものとみなし、当該端末機器の所有権は当社に移転します。 

 

第２４条（合意管轄）  

端末契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額に応じて、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判

所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。  

 

第２５条（信義誠実の原則）  

売買約款に規定のない事項及び売買約款の規定に関する解釈上の疑義を生じた事項については、

契約者及び当社が誠意をもって協議の上、円満解決に努めるものとします。  

以上 

 

 

 

 



【特則:割賦購入による場合】 

 

端末機器を割賦にて購入いただく場合、契約者と当社との間で割賦購入契約が成立し、本特則が売

買約款本文の内容と矛盾・抵触する場合、本特則が優先して適用されるものとします。 

 

第1条（売買契約の成立時点） 割賦購入契約は、当社が契約者からの割賦購入契約の申し込みを承

諾し、契約者に端末機器が着荷した時をもって成立するものとし ます。ただし、MNPでのお申し込

みの場合、ご利用の回線サービスが当社の提供する回線サービスに切り替わった時点で割賦購入契

約が 成立するものします。 

 

第2条（端末機器の引渡しおよび所有権の移転） 端末機器は、割賦購入契約成立後、速やかに契約

者に引渡され、端末機器の代金の完済時に所有権が移転するものとします。なお、 契約者は、端

末機器の所有権の移転前においては、端末機器を善良なる管理者の注意をもって自己の費用負担で

管理するものとし、第 三者に対して譲渡・貸与・使用許諾・担保の提供その他の処分をしてはな

らないものとします。 

 

第3条（賦払金の支払期日・支払方法） 契約者は、端末機器の賦払金を、支払期日までに、当社に

支払うものとします。 

 

第4条（端末機器の滅失・毀損の場合の責任） 契約者は、割賦購入契約に基づく債務の完済までに

端末機器が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは（火災、風水害、盗難等を含むがこ

れに限らず一切の事情を含む）、速やかに当社に通知するともに、債務の履行を継続するものとし

ます。 

 

第5条（費用等の負担） 

１．契約者は、当社に対する賦払金の支払いに要する費用（送金手数料）を負担するものとしま

す。 

２．契約者は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再

振替手数料を、振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料を負担するものとします。 

３．契約者は、賦払金の支払遅滞等契約者の責に帰すべき事由により、当社が訪問集金したとき

は、当該訪問集金に要した費用を負担するものとします。 

4．契約者が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、または、公租公課（消費税

等を含みます。）が増額される場合 は、当社が請求する場合には、契約者は当該公租公課相当額

または当該増額分を負担するものとします 

 

第6条（割賦債権の譲渡） 当社は、契約者に対する割賦購入契約に基づく債権を第三者に譲渡また

は第三者の担保に供することがあります。契約者は、当該債 権の譲渡および担保提供、並びに当

社がこの場合に契約者の個人情報を譲渡先、担保権者に提供することをあらかじめ同意するものと

します。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 



≪割賦販売における個人情報の利用目的等について≫ 

 

当社は、当社ホームページに記載のプライバシーポリシー（URL:https://youhikari.co.jp/privacy.

html）に記載の内容に加え、個人 情報を以下の内容で利用及び第三者提供いたします。 

1）個人情報の利用目的 

1. お客さまからのお問い合わせへの対応、割賦販売に関する手続きのご案内や情報の提供等のお

客さまサポート 

2. 割賦販売の提供可否判断、当該契約後のお取引状況管理 

3. 課金計算 

4. 料金請求 

5. 賦払金請求および分割支払金請求（他社からの委託によるものを含む） 

6. 割賦販売の不正利用の防止 

７．マーケティング調査および分析 

８．経営分析のための統計数値作成および分析結果の利用 

９．当社および他社の端末機器、サービスおよびキャンペーンのご案内等 

10．お客様サービス向上に寄与するための情報提供をお知らせする通知 

11. その他、法令に基づく対応等を含めた、割賦販売に必要な業務  

2）加盟個人信用情報機関等への個人情報の提供・登録 当社は、下記に定める目的のため、割賦購

入契約の契約者に関する個人情報を、当社が加盟する個人信用情報機関ならびに与信 業務等に関

して提携する企業に、申込書に記載いただいた契約者情報を提供することがあります。 

1.売買約款に基づく契約可否及び継続可否審査 

2.契約者の売買約款に基づく契約に関する代金の支払能力調査 

3）債権譲渡先への個人情報の提供 

当社は、当社商品の割賦購入に関して、割賦購入契約に基づく割賦債権を第三者に譲渡することを

目的として、個人情報を債権譲渡 先へ提供する場合があります。 

 

※その他詳細については、当社プライバシーポリシーをご覧ください。 

 

〈個人情報お問い合わせ窓口〉 

個人情報の保護に関する法律に基づく、個人情報の取り扱いに関するお問い合わせにつきまして

は、下記までご連絡ください。 

 

ユーネット株式会社 06-4256-1787 

受付時間: 10 時～17 時(平日のみ) 

以上 

  



【別紙】  

安心デバイス規約 

 

第１条（用語の定義） 

安心デバイス規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義

のある場合はこの限りではありません。 

用語 定義 

本規約 安心デバイス規約をいいます。 

当社 ユーネット株式会社をいいます。 

端末機器 NP Mobile通信サービスの利用にかかる端末機器をいいます。 

回線サービス 当社が提供する電気通信サービスをいいます。 

本オプションサービス 回線サービスの利用を条件に、当社が提供する端末機器に対する

保証サービスである「安心デバイス」を いいます。 

契約者 本オプションサービスの利用申込手続を完了し、当社が本オプションサービスの

利用を承諾した者で、かつ本オプションサービスを継続利用中の者をいいます。 

 

第２条（本規約の適用） 

１． 本規約は、当社が提供する本オプションサービスを契約者が利用する際に適用され

ます。 

２． 本オプションサービスは取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器

が故障した場合が対象となります。契約者の故意 による故障、改造による損害は対象と

なりません。 

３． SIM カード、クレードル、充電器、ケーブルの付属品は対象となりません。 

４． 本オプションサービスの盗難/紛失、バッテリー劣化による端末補填は、1 回目は無

料ですが、2 回目以降は 5,500 円(税込)となります。ただし、加入月を 0 ヵ月としてカ

ウントして 6 ヵ月目末日までは 1 回目であっても 5,500 円（税込）となります。 ま

た、盗難/紛失時の端末補填申請時には、盗難/遺失届の受理番号が必要となります。 

５． 当社は、本規約を変更する場合は、変更後の規約の内容及びその効力発生時期につ

いて、当社のホームページに掲示 する方法又はその他相当の方法により周知します。な

お、変更後の規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるもの とします。 

６． 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事業法施

行規則」といいます。）第２２条の２の ３第２項第１号に該当する場合であって、当社

からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社 の指定

するホームページに掲示します。 

 

第３条（譲渡禁止） 

契約者は、本オプションサービスの契約者としての権利義務について、第三者への譲渡、

売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為は できないものとします。 

 

第４条（本オプションサービスの提供条件） 

１． 本オプションサービスは、回線サービス毎に提供します。 

２． 本オプションサービスは、回線サービスの申込時にのみ同時に申込みをすることが

できます。回線サービスの申込時以外に申込みをすること はできません。 

３． 契約者が個人の場合には、１つの回線サービスにおいて、本オプションサービスに

複数申込をすることはできません。 

４． 本オプションサービス提供の対象は、当社から購入した端末機器に限ります。 



５． 本オプションサービスの申込後に一度解約した場合、再度本オプションサービスに

申込をすることはできません。 

 

第５条（本オプションサービスへの申込） 

１． 本オプションサービスへの申込みをする者は、本規約に同意のうえ、当社の指定す

る方法に従うものとします。 

２． 当社は、本オプションサービスへの申込みがあったときは、以下の各号の条件を満

たさない場合、本規約に反するため本オプションサービス の提供ができない場合、又は

その申込みを承諾する事が技術的に困難な場合を除き、本オプションサービスへの申込み

を承諾するものとし、 本オプションサービスへの申込みをした者は、申込日から、契約

者の資格を取得するものとします。 

(１) 回線サービスもしくはその他当社提供サービスにかかる料金その他の債務（本規約

に規定する料金又は工事費、もしくは割 増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じ

とします。）の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(２) 前条に基づく申込み内容に不備があるとき。 

(３) 申込みをした者の年齢が満19歳未満であるとき（満18歳に達した日の翌日以降の最

初の4月1日が到来しているときを 除きます。）。 

(４) 申込みをした者が、回線サービスの利用を停止されたことがあるとき、もしくは回

線サービス又はその他当社提供サービスにかかる 契約の解除を受けたことがあるとき。 

(５) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 

第６条（変更の届出） 

１． 契約者は、連絡先（氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号もしくはメ

ールアドレス又は通知連絡等の送付先をいいます。以下同じとします。）に変更があった

ときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。 

２． 前項の届出が無かったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責

任を負わないものとします。 

 

第７条（契約者が行う解約手続） 

１． 契約者が本オプションサービスの解約を希望する場合は、当社所定の手続により当

社に届け出るものとし、手続が完了した時点で本 オプションサービスを解約し、契約者

の資格を喪失するものとします。 

２． 契約者が、本オプションサービスを解約する場合、本オプションサービスを解約後

に保証サービスを受けることはできないものとさせていた だいておりますので予めご了

承下さい。 

３． 契約者が本オプションサービスを解約する場合、当月末日の受付時間までのお申し

出で当月末日の解約にて受付けるものとします。 

 

第８条（当社が行う解約手続） 

１． 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、契約者に対し何らの催告等を

行うことなく直ちに本オプションサービスを解除することができるものとします。 

（1）申込時に虚偽の申告をした場合。 

（2）本規約のいずれかの規定に違反した場合。 

（3）月額料金等の当社に対する金銭債務の履行を怠った場合。 

（4）本オプションサービスの利用状況等が適当でないと判断された場合。 

（5）住所変更等の届出を怠る等、契約者の責めに帰すべき事由により契約者の居所が不

明となり、又は当社において契約者への通 知・連絡が客観的に不能と判断した場合。 



（6）不正な行為があった場合。 

（7）当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合。 

（8）NP Mobile通信サービス契約約款に定める契約解除事由に該当した場合。 

（9）本オプションサービス利用時において、当社に対し、電話を⻑時間掛け続ける、必

要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、 当社の業務を妨害し、又は業務に支障を与えた

場合。 

（10）契約者の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本オプションサービスを提

供することが困難であると判断した場合。 

（11）契約者に本オプションサービスを提供する際に、当社の社員及び第三者の生命、身

体、財産その他の権利利益を侵害する 恐れがあると当社が判断した場合。 

（12）その他、当社が契約者として相応しくない（不適格である）と判断するに至る正当

な理由がある場合。 

２． 前各号に該当する場合、当社は、当該契約者に対し、即時に本オプションサービス

の利用を停止させていただくことがあるものと します。 また、前各号の事由が発生した

ことにより、第三者に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。 

 

第９条（本オプションサービスの適用期間） 

本オプションサービスの適用期間は、本オプションサービスの申込みを受け当社がそれを

承認した日から解約日、解除日もしくは回線サービ スの利用契約の終了日までとしま

す。本オプションサービス適用後、その翌月からカウントして7ヵ月目の1日以降でないと

本オプションサービ スはご利用いただけません。 

 

第１０条（月額料金） 本オプションサービスの月額料金は、契約者の申込月から生じる

ものとし、1 契約毎に月額2,200円とします。なお、利用料金は、本オプショ ンサービス

の利用開始月、利用終了月等本オプションサービスの利用が30日に満たない場合でも、日

割計算しないものとします。 

 

第１１条（月額料金のお支払い） 

１．本オプションサービスの月額料金は、別途本オプションサービスの申込書において定

める方法により、回線サービスの利用料金と合算してお支払いいただきます。 

２．本オプションサービスの月額料金は、別途本オプションサービスの申込書において定

める日までに支払うものとします。なお、クレジットカー ド払の場合には、クレジット

カード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座か

ら引落されるものとします。 

３．当社は、契約者が支払った月額料金は理由の如何を問わず返還しないものとします。 

４．月額料金は請求月に従って計算するものとし、請求月の途中で本オプションサービス

への申込・解約・解除・利用終了があった場合でも、当該請求月の月額料金は全額お支払

いいただきます。 

 

第１２条（遅延損害金） 

当社は、契約者が本オプションサービスの月額料金その他の当社に対する債務の支払を遅

延したときは、契約者に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで、年 率14.6％の割合

（年当たりの割合は、平年に属する日については365日当たりの割合とし、閏年に属する

日については366日当たりの 割合とします。)による遅延損害金を請求することができる

ものとします。但し、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。 

 

第１３条（本オプションサービスの提供義務の免責） 



当社は、次の場合には本オプションサービスの提供義務を免れるものとします。 

（１）契約者が月額料金その他の当社に対する債務のお支払いを怠っている場合。 

（２）天災等の不可抗力、その他の事由により、本オプションサービスの継続運営が困難

であると当社が判断した場合。 

 

第１４条（個人情報） 

当社（本条においては、本オプションサービスの販売店を含みます。）は本オプションサ

ービスにおいて知り得た契約者の個人情報について、個人情報保護法等の法令を厳守し、

かつ善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報

は、当社がホームページ上に公開するプライバシーポリシーに従って取り扱うものとしま

す。 

 

 


